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１ 学校施設長寿命化等改修計画の背景・目的等 

(１) 背景 

庄原市の学校施設は、昭和 40 年代から平成 20 年代まで様々な建築年次となっており、老朽化の

程度も学校施設によって大きく異なる状況となっています。近年では平成 29 年度の庄原小学校改築

事業により、市内小中学校全ての耐震化が完了しました。 

一方で、高度経済成長期に整備された学校施設は、今後、大規模改造や建替えに多額の費用が必

要になってくると想定され、財政負担が大きな課題となってくると考えられます。 

このような状況において、将来にわたって子供達の充実した教育環境を確保するためには、中長

期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減を図りつつ、学校施設に求められる機能を確保する

ための学校施設整備の方針・計画を検討していく必要があります。 

 

(２) 目的 

「庄原市学校施設長寿命化等改修計画（以下「本計画」という。）」は、上記の背景を踏まえて学 

校施設を総合的観点で捉え、長寿命化できるものは長寿命化し、適正に改修・建替えするとともに、 

教育環境の質的改善も考慮しながら改修・建替え等を検討するための詳細診断の優先順位を設定し 

つつ、これに要するコストの縮減を図ることを目的としています。 

なお、本計画は庄原市公共施設等総合管理計画（令和６年３月改定）に基づく学校施設の個別施

設計画として位置づけるとともに、施設整備計画（※）は本計画に基づき策定していくこととしま

す。  

※「文部科学省では、学校施設環境改善交付金の交付を受けようとする地方公共団体に対して施設整備計画の提出を

義務付けている。この施設整備計画は、緊急の課題を迅速に進めていく観点から計画期間を３ 年以内としている。」

（文部科学省：学校施設の長寿命化計画策定に係る手引 平成 27 年４ 月）から抜粋 

 

(３) 計画期間 

令和 ２ 年度～令和 21  年度（ 5 年ごとに見直し） 

 

上記の 20 年間を本計画期間とし、５年毎に見直すこととします（令和８年３月に第１次改定を行

いました）。ただし、これに限らず児童生徒数の変化、社会経済情勢、国の補助制度などの動向によ

り、柔軟に計画を見直すこととします。 

 

(４) 対象施設 

小学校 中学校 

13校 ７校 
   

上記学校のうち、延べ床面積で 200 ㎡以上の建物を有する施設を対象とします。ただし、平成 30

年１月に策定した庄原市立学校適正規模・適正配置基本計画の進捗状況により、随時、対象施設を

見直すこととします。 
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(参考) 計画の位置付け 

 庄原市公共施設等総合管理計画を上位計画として整合を図り、学校施設を対象に具体的な管理計画

を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄原市長期総合計画 

公共施設等総合管理計画 

 

庄原市学校施設 

長寿命化等改修計画 
個別計画 個別計画 

公共施設等 インフラ資産 

 
個別施設

計画 
個別計画 
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２ 学校施設の目指すべき姿 

学校施設には、児童・生徒の学習や生活の場、地域住民の活動の場、避難所など、様々な役割が求

められ、文部科学省の学校施設整備の基本構想（下記表）に示されるような、安全性、快適性、学習

活動への適応性、環境への適応性、地域の拠点化を意識した施設づくりを行う必要があります。また、

同省の新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方（次項）に示される５つの姿を目指していくこ

ととします。 

本計画では、学校が児童・生徒にとって生活の大半を過ごす場として考えた際、最も重要な「安全

性」に主眼を置きつつ、併せて「教育環境の機能向上」や「環境への適応性」の確保・維持を考慮し、

施設の整備方針や整備水準を定めていくこととします（詳細は、「５．基本的な方針等を踏まえた施設

整備の水準等」）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「学校施設整備基本構想の在り方について」 

（文部科学省：学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議平成 25 年３月）より抜粋 
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「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」 

（文部科学省：学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議令和４年３月）より抜粋 
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３ 学校施設の実態 

(１) 学校施設の現状 

 

① 対象施設一覧 

（令和７年５月１日現在） 

名称 住所 

児童生徒数（人） 学級数（学級） 

通常 

学級 

特別支

援学級 

通常 

学級 

特別支

援学級 

小 

学 

校 

1  庄原小学校 庄原市西本町二丁目 13 番 1 号 301 25 12 4 

2  永末小学校 庄原市永末町 37 番地 1 89 8 6 2 

3  高小学校 庄原市高町 828 番地 43 3 4 2 

4  板橋小学校 庄原市板橋町 165 番地 1 126 12 6 2 

5  東小学校 庄原市上原町 376 番地 1 148 7 6 3 

6  山内小学校 庄原市山内町 813 番地 1 58 7 6 2 

7  西城小学校 庄原市西城町西城 281 番地 1 66 4 6 2 

8   小奴可小学校 庄原市東城町小奴可 320 番地 5 23 1 3 1 

9   東城小学校 庄原市東城町川東 1342 番地 180 11 7 3 

10  口和小学校 庄原市口和町永田 3 番地 2 60 1 6 1 

11  高野小学校 庄原市高野町新市 1650 番地 54 1 5 1 

12  比和小学校 庄原市比和町比和 1020 番地 20 6 3 2 

13  総領小学校 庄原市総領町下領家 267 33 5 4 2 

小学校 計  1,201 91 74 27 

中 

学 

校 
1  庄原中学校 庄原市東本町一丁目 26 番 1 号 344 17 10 4 

2  西城中学校 庄原市西城町中野 622 番地 4 43 6 3 2 

3  東城中学校 庄原市東城町川東 5227 番地 142 4 6 2 

4  口和中学校 庄原市口和町向泉 527 番地 1 41 5 3 2 

5  高野中学校 庄原市高野町新市 1314 番地 1 25 0 3 0 

6  比和中学校 庄原市比和町比和 1052 番地 10 0 3 0 

7  総領中学校 庄原市総領町稲草 2125 番地 18 2 3 2 

中学校 計  623 34 31 12 

小・中学校 合計  1,824 125 105 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和７年５月１日付での休校は除く 
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②児童生徒数及び学級数の変化 

 

市内小中学校の児童・生徒数及び学級数は、年々減少しており、平成 17年度から令和７年度の

20年間で児童生徒数は約 63％減少し、学級数は約 50％減少しています。 
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小学校

中学校

高野小

高野中

比和小

比和中

口和中

口和小

山内小

東小

庄原小

板橋小

庄原中

高小

永末小

総領小

総領中

西城小

西城中

東城小

東城中

小奴可小

庄原市内の学校施設配置図

③学校施設の配置状況 

 

   庄原市は面積が広大であることから、市内各地に小学校及び中学校が点在している。小学校は、

旧市町毎に１学校あるいは複数の学校が整備されており、中学校は旧市町毎に１学校となってい

ます（令和７年５月１日時点。ただし休校は除く）。 
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④施設関連経費の推移 

  

平成 28年度～令和７年度の 10年間の学校教育施設の施設関連経費は、平均 4.5億円となって

います。近年は、特別教室への空調設置、トイレ洋式化等を段階的に進めておりますが、令和６

～７年度のように施設の老朽化に伴う大規模な工事（長寿命化改修工事等）を行うと施設関連経

費は大きく増大します。 
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⑤学校施設の保有量 

 

  計画対象の小中学校は、建築年度は分散しているものの、築 30年以上の建物が全体の 59％と、

過半数は老朽化が進行しています。そのうち、築 44年や築 46年の保有面積が多く、長寿命化の

一定の目安が築 40 年ということを考慮すると、未改修の建物は今後の方針を喫緊に示していく

時期に来ていると言えます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※昭和 56 年以前を旧耐震基準としているが、昭和 56 年建築の学校施設のうち、一部は新耐震基準で作られているものも

ある。（昭和 56年６月１日施行となる新耐震基準を予め想定して、建築された学校施設がある） 
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⑥今後の維持・更新コスト（従来型）  

 

50 年で建替える従来の修繕・改修を今後も続けた場合、今後 40 年間のコストは 584 億円（15

億円／年）かかり、これは直近 10年間の施設関連経費 4.5億円／年の 3.25倍の経費となります。

特に、令和８年度から令和 17年度の 10年間では築 50年を経過する施設の改築が集中するため、

17億円／年の経費となり、昨今の財政状況を考慮すると、従来型の対応は困難になってくると考

えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本計画で扱う対象施設と延床面積について 

・原則として、校舎、体育館（武道場を含む）、給食室とする。 

・小規模な建物（倉庫、部室、便所、概ね 200㎡以下の建物等）は対象外とする。 

・延床面積について、学校施設台帳における「保有面積」以外に、給食室や児童クラブ等の「保有控除面

積」が計上されている場合は、学校施設と同建物として一体となっている給食室や児童クラブ等のみ保有

面積に加える。 

・プール、グラウンド及び共用設備（受変電、自家発、受水、排水）等は対象としない。ただし、これらに

係る今後の維持・更新コストは必要に応じて別途算出する。 

■建物区分上の整理 

・棟のまとめ方は、改築や改修に際して、一体的に工事すべきかたまりを一つの棟とする。 

・渡り廊下や吹き抜けは、原則それらを利用して行く必要のある棟に含めることとする。 

・複数の建物を一つの棟としてまとめる場合、①建築年度は最も古い建築年度とする、②構造種別は最大の

床面積のものとする、③階数は最大のものとする。 

（これらの考え方は、学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29年 3月文部科学省）を参考に

作成） 
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(２) 学校施設の老朽化状況の実態 
 

①構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

 

   改修方法等の検討の際に必要な劣化状況等の実態として、構造躯体の健全性の評価を行うとと

もに、構造躯体以外の劣化状況等の評価を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■調査・評価方法 

①構造躯体の健全性の評価 

  長寿命化改修に適さない可能性のある建物を選別するため、既に実施されている耐震診断

報告書の数値を基にする。これは本計画における今後の維持・更新コスト試算のための簡易

調査のため、実際に工事を行う段階においては、躯体の詳細な調査を行った上で、さらに経

済性や教育機能などの観点を加え、個別建物ごとに長寿命化改修の可否を判断していく。 

 【具体的手法】 

  ・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物については、耐震診断報告書に基づき、コンク

リート圧縮強度が 13.5N／ｍ㎡以下のもの、及び圧縮強度が不明なものは「要調査」建物

とし、試算上「改築」とする。 

  ・旧耐震基準の鉄骨造、木造等の建物については、現地調査結果を基に判断し、概ね建築

後 40 年以上で腐食や劣化の著しいものは「要調査」建物とし、試算上「改築」とする。 

  ・上記以外は、試算上の区分を「長寿命」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年３月文部科学省）及び学校施設の長寿命化計画

の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書（令和５年３月文部科学省）を参考に作成） 
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②躯体以外の劣化状況の把握 

  建物毎の屋根・屋上、外壁、設備機器等の劣化状況や改修時期を把握し、評価を行う。

この評価を基に、今後の維持・更新コストを算出する。 

 【具体的手法】 

  ・屋根・屋上、外壁は目視点検により、内部仕上げ、電気設備、機械設備は部位の全面

的な改修年からの経過年数を基本にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの４段階で評価する。 

・目視点検は、学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29年３月文部科学省）

に示されている写真事例に照らし合わせて行い、建築構造の観点を踏まえた最終的な判

断は都市整備課の一級建築士の資格を有する技師と共に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・上記のとおり、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価したものを、100

点満点で数値化する。 

   ①部位の評価点、②部位のコスト配分を下表のように定め、③健全度を 100 点満点で

算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29年３月文部科学省）及び学校施設の長寿命化

計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書（令和５年３月文部科学省）を参考に作成） 
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■評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

：築 30 年以上 ：築 50年以上 ：広範囲に劣化 ：部分的に劣化 ：早急に対応する必要がある B C D ：概ね良好 A 

※本表は、学校施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書（令和５年３月文部科学省）に付属する「学校施設の維持・更新コストの試算ソフト」に基づいて作成した。 

試算上の区分については、以下のとおりを基本とした上で、各施設の状況を考慮して決定している。 

 ・旧耐震基準の鉄筋コンクリート造の建物については、耐震診断報告書に基づき、コンクリート圧縮強度が 13.5N／ｍ㎡以下のもの、及び圧縮強度が不明なものは「要調査」建物とし、 

試算上「改築」とする。 

 ・旧耐震基準の鉄骨造、木造等の建物については、現地調査結果を基に判断し、概ね建築後 40 年以上で腐食や劣化の著しいものは「要調査」建物とし、試算上「改築」とする。 

 ・上記以外は、試算上の区分を「長寿命」とする。 
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②今後の維持・更新コストの把握（長寿命化型） 
 

建替え中心から改修による長寿命化に切り替えていくためには、計画的に機能向上と機能回復

に向けた修繕・改修を建物全体でまとめて実施する必要があります。 

建物の評価結果を基に、文部科学省のシステムが示した試算によると、長寿命化が可能と予測

される施設を 80 年使用できるよう改修した場合、今後 40 年間のコストは 482 億円（12 億円／

年）となり、これは、従来の建替え中心の場合の 584億円（15億円／年）と比較して、102億円

（3 億円／年）の縮減となります。また、従来型では令和８年度から令和 17 年度の 10 年間には

特に多くの経費が必要となりますが、長寿命化により経費が集中するのを防ぐことが可能となり

ます。 

ただし、直近 10年間の施設関連経費 4.5億円／年に対して、まだ 2.68倍の経費がかかるため、

長寿命化以外の取り組みも必要になってくると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト試算条件 

※各学校の改修履歴によっては周期を変更することもある 
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４ 学校施設整備の基本的な方針等 

 

(１) 学校施設の規模・配置計画等の方針 

 

公共施設等総合管理計画に

おける基本原則 

 

①施設総量（総床面積）の適正化 

  財政状況や将来的な人口推移を考慮し、施設総量の適正化を

図ります。なお、社会情勢の変化に伴い利用ニーズが縮小した

施設については、必要性を十分検討し、施設の統廃合を行いま

す。 

②長寿命化の推進 

  老朽化・耐震化の状況も踏まえ、「予防保全」の考え方による

施設の点検を行い、計画的な維持管理・修繕によりライフサイ

クルコストを縮減し、長寿命化を推進します。 

③複合化の推進と運営の効率化 

  更新や新規整備にあたっては、将来を見据えたサービスの可

能性を踏まえ、施設の複合化や多機能化を推進します。 

  また、効率的な管理運営により、サービス向上と経費削減に

努めます。 

公共施設等総合管理計画の 

基本方針（抜粋） 

①点検・維持管理・修繕・更新及び安全確保の実施方針 

  損傷が著しくなってから大規模な補修を行う「事後保全型」

から、日常的・定期的に点検を行い、その結果に基づいて計画

的に維持管理・修繕・更新を行う「予防保全型」の考え方を重

視します。 

  点検等により危険性が認められた施設については、費用面・

利用状況・優先度などを踏まえて改修を実施し、既に供用が廃

止されている施設については、解体・撤去などの対策を講じる

ことにより、安全性を確保します。 

②長寿命化・耐震化の実施方針 

  今後も維持していく施設は、費用面や利用状況を考慮しつつ

大規模改修を実施し、長期的な視点で更新コストの縮減を図る

ため、長寿命化を推進します。また、大規模修繕時に合わせ、

必要な施設の耐震化を実施します。 

③統合・廃止の推進方針 

  公共建築物は、施設の基本情報をもとに客観的・総合的に評

価し、その結果を踏まえ、施設の優先順位や必要性を見直し、

統廃合を進めます。 

④ユニバーサルデザイン化・脱炭素化の推進方針 

「ユニバーサルデザイン 2020 行動計画」（平成 29 年２月 

20 日ユニバーサルデザイン 2020 関係閣僚会議決定）におけ

る、ユニバーサルデザインのまちづくりについての考え方を参
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考に、対応が必要な施設について検討するほか、「第３次庄原市

環境基本計画（地球温暖化対策計画）」の内容を踏まえ、太陽光

発電設備の設置などによる再生可能エネルギーの導入や、ＬＥ

Ｄ 照明等の省エネ性能に優れた機器、資材の導入による消費

エネルギーの省力化など、公共施設等における脱炭素化の推進

に取り組んでいきます。 

学校施設長寿命化等改修計

画の基本方針 

今後、学校施設の躯体の健全性について詳細な調査を随時実施

し、長寿命化改修が可能な建物は 80年に長寿命化していきます。

長寿命化改修が困難な建物は、築 50年を目安に建替えるか、可能

な限り使えるよう都度修繕を行うこととします。 
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(２) 改修等の基本的な方針 

①長寿命化の方針 

 

学校施設の中長期的な維持・改築等に係るトータルコストの縮減を実現するため、適切な時期

に大規模改造や長寿命化改修を実現する事を前提に、すべての建築物の目標耐用年数を 80 年と

します。 

ただし、建築後 40 年程度経過した施設等、目標耐用年数までの期間が少なく老朽化が著しい

建物については、長寿命化改修を行うことによりかえって財政への負担が増加する可能性がある

ことから、その時の財政状況や費用対効果を検証しながら、長寿命化改修の実施の有無や対策メ

ニューを検討していきます。 

 

②目標使用年数、改修周期の設定 

 

 大規模改造の周期 長寿命化改修の周期 目標使用年数 

校舎 築 20年／60年 築 40～50年 80年 

体育館 築 20年／60年 築 40～50年 80年 

 

本市の学校施設においては、前述した長寿命化の方針に従い、長寿命化改修が適当と判断され

る施設については、建築後 80年まで使用することを目標に、大規模改造を建築後 20年と 60年、

長寿命化改修を建築後 40～50年で実施していくことを基本とします。ただし、建築後 20年で大

規模改造を行わず、建築後 40～50 年の長寿命化改修を目指す場合は、その時点の施設状況に応

じた部位修繕を都度行うこととします。 

また、長寿命化改修をしない施設についても、施設の必要性がある限りは、日常修繕や大規模

改造で対応し、80年まで使用することを目標としますが、大規模改造では施設機能の維持が困難

な状況で、改築を行った方が長期的な財政負担を軽減できる場合は、改築を選択します。 
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出典：学校施設の長寿命化計画の見直しに向けたコスト試算等に係る解説書（令和５年３月文部科学省） 
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５ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

 

(１) 改修等の整備水準 

   

「２．学校施設の目指すべき姿」を実現しつつ、中長期的な維持・改築等に係るトータルコス

トの縮減を達成するため、以下の水準に基づいて整備することとします。ただし、限られた財源

の中では、全水準を満たすよう均一に整備することは難しいと考えられるため、以下のとおり優

先度を付ける中で総合的に検討します。 

 

 

  
 

  本計画で実施した劣化状況評価に示されるように、Ｄ評価は劣化が非常に進行している状態で

あり、児童生徒の安全確保に関わる重要な問題であるため、最優先事項とします。併せて法定点

検等で指摘された危険箇所や既存不適格事項、非構造部材の点検で耐震化対策が必要と判断され

た箇所についても、早急に対応していきます。 

 

項 目 水 準 

構造躯体 

 

躯体の状況に応じた適切な補強・補修を実施する。 

・コンクリートの中性化対策 

・鉄筋、鉄骨など構造体の腐食対策  等 

屋根・屋上 耐久性の高い材料を使用した全面的な防水改修を基本とする。 

・耐久性や断熱性、防水機能の高い材料を使用した改修 

・竪樋やルーフドレンを併せて更新  等 

外壁 耐久性の高い材料を使用した全面的な塗り直しを基本とする。 

・樹脂製で耐久性の高い材料を使用した改修 

・劣化したシーリングを併せて更新  等 

内壁・床 耐久性の高い材料を使用した全面的な塗り直しを基本とする。 

・木質化材を考慮に入れつつ耐久性の高い材料を使用した改修 

・下地材が良好の場合は、化粧板の張替え  等 

設備 物理的耐用年数を経過した設備機器及び配管（水道・電気・ガ

ス管等）は更新する。 

・物理的耐用年数が長く安全なものを適切に選定 

・埋設配管はメンテナンスが困難であるため、景観や安全性を

考慮しつつ、露出配管を検討  等 

 

  

 

 

 

 

優先度１ 安全性を確保・維持するための改修 
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    現在の社会環境や社会的ニーズの変化、学習内容・形態の変化に伴って、様々な機能が学校施

設にも求められているため、各施設の状態に応じて整備することとします。 

        

項 目 水 準 

特別支援学級 特別な配慮を必要とする児童・生徒が個々の状態に応じて

学習できる施設  等 

多目的スペース 個別学習や少人数学習など柔軟に対応できる多目的スペー

ス、学習支援、教育相談等に対応できる部屋、地域連携・

協同活動の場 等 

トイレ環境 洋式化、乾式化、多目的トイレの設置  等 

空調設備 耐用年数に応じた空調設備の更新、特別教室、体育館への

空調設置（未使用教室の機器は移設を検討） 等 

バリアフリー化 エレベータ－、スロープ、手すり、多目的トイレの整備、 

段差の解消 等 

※体育館空調については、夏季の高温下における体育館での授業活動が、熱中症リスク    

等の点で大きな支障となってきており、早急な整備について強い要望があることから、 

優先度１と同水準で体育館空調の整備を推進する。 

 

   ＜バリアフリー化について＞ 

    本市学校施設のバリアフリー化については、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す  

る法律（改正：令和３年４月１日施行）及び同法施行令等（改正：令和７年６月１日施行）に基

づき、以下のとおり整備方針を定める。これにより、全ての児童生徒にとって安全快適な教育環

境の実現を目指す。 

■バリアフリートイレ 

  指定避難所、指定緊急避難場所に該当する学校に、バリアフリートイレ（多目的トイレ）を 

 設置する。 

    ■段差解消 

     全ての学校において、門から建物の前、昇降口・玄関等から教室等までの移動経路にスロー 

プ等を設けることで、車いすや歩行補助が必要な児童生徒等が通行できる環境を確保する。 

    ■エレベーター 

     要配慮児童生徒等が在籍する学校にはエレベーターの整備を検討し、これが難しい場合は代 

替措置を確保する。 

    ※エレベーターを含む上記項目については、新築・改築時及び長寿命化改修等の大規模改修時 

には法令に適合したバリアフリー化を基本として整備を検討する。 

 

 

 

  

優先度２ 教育環境の機能を向上するための改修 
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    学校施設は、児童・生徒達の快適な学習環境を確保するための長期に渡って必要な施設とな

るため、環境負荷を低減し、省エネルギーによる設備の高効率化を図ることとします。 

 

項 目 水 準 

ＬＥＤ照明（※） 従来の水銀灯や蛍光灯からＬＥＤ照明への交換及び耐用年数経

過後の更新  等 

（特に、体育館についてはコストの観点から、少しずつ交換す

るのではなく一斉交換が望まれる） 

断熱性 壁や開口部の断熱性向上  等 

遮音性 壁や開口部の遮音性向上  等 

    ※国際条約「水銀に関する水俣条約」により、2020 年で水銀灯は製造中止となった。また、2027

年末までに一般照明用の蛍光灯の製造・輸出入の終了が決定している。施設の状況によっては、

他より優先度が高い項目となる。 

 

(２) 維持管理の項目・手法等 

   本計画で行った構造躯体以外の劣化状況等の評価で用いた、下記調査票に示される項目につい

て、定期的に点検を行い、必要に応じて本計画に反映させていくこととします。 

    ５ 年ごとに点検を実施 

 

   

 

 

 

  

年度）

㎡ 地上 3 階 地下 0 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 ■ 天井等に雨漏り痕がある

■ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） ■ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 ■ 塗仕上げ ■ 鉄筋が見えているところがある

■ タイル張り、石張り ■ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル ■ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） ■ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

■ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 ■ 老朽改修 大規模改造

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 校内ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害児等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 ■ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

■ 昇降設備保守点検 指摘無し

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

■ 消防設備の点検 指摘への対応済み

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）
外壁の劣化が進んでいます。ひび割れ剥がれが多数見られます。　舗装面に段差があり危険な状況です。 健全度

52

Ｃ
H27

Ａ
H18

H22

評価

H5

Ｂ

部位 改修・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項）

多数

H3 外壁改修 5 北側の劣化

Ｄ

H10 耐震補強

特記事項 評価
年度 工事内容 箇所数

H7 防水改修 EXP.J金物に
脱落がある

Ｃ

2

構造種別 鉄筋コンクリート造 延床面積 2,562 階数

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

昭和44 年度（ 1969

調査日 平成28年9月20日

建物名 校舎 記入者 ○○

通し番号 xxxx-xx-x

学校名 Ａ学校 学校番号 1301

棟番号 1 建築年度

100点

優先度３ 環境への適応性を高めるための改修 

■調査票（例） 



22 

 

内容

長寿命化改修

トイレ洋式化

体育館空調

令和12年度

財政計画と整合を図り、有利な財源を活用しながら都度対応

令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度

○ ○

○ ○ ○ ○ ○

６ 長寿命化等改修の実施計画 

 

(１) 改修等の優先順位付けと実施計画 

 

 ①優先順位付けの方針  
  

  「５ 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等」の(１) 改修等の整備水準 に基づいて行う

改修について、優先度１を最優先とし、順位付けの考え方は次のとおりとします。 

 

ア 劣化状況評価（※）の点数の低い順に、整備していくことを基本とする。 

イ 上記に関わらず、Ｄ評価箇所の改善を最優先とする。 

ウ ア、イに基づいて整備を行う際は、児童生徒数・学級数など将来的な施設利用の見通しや求

められる教育環境を十分に考慮し判断する。改築、長寿命化改修、大規模改修等については

整備前に躯体状況調査等を行い改修内容を決定することとし、部分修繕については施設の劣

化状況に基づき、適宜、修繕範囲や適切な工法を決定する。 

  エ 本優先順位は、今後の定期点検の結果等に基づいて、柔軟に順位を入れ替えるものとする。 

 

  ※劣化状況評価は文部科学省の示した基準（P.12）を基に算定 

 

②直近５年間の実施計画 
    

    ①の方針を基に、毎年度作成する市の財政計画と整合を図り、今後５年間の実施計画は次のと

おりとします。本実施計画につきましては、財政状況や劣化状況調査などにより変更となる場合

があります。 
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(２) 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果～維持・更新の課題と今後の方針～ 
 

   今後の学校施設の維持・更新コストは、長寿命化改修への転換を図ったとしても年間 12 億円程

度の経費がかかり、直近 10 年間の年間 4.5 億円と比較しても、今後大きな財政負担が生じてくる

と考えられます。 

   また、本計画の建物一覧には含まれていませんが、各学校のプールや学校給食共同調理場の老朽

化も著しく、毎年不具合による多くの修繕費用が必要となってきており、費用対効果の面において

大きな課題となっています。 

   児童生徒数が減少していく一方、施設の維持・更新コストが増加していくという矛盾を解消する

ためには、長寿命化改修のみでは不十分であり、以下の方向性に基づいて、検討をしていくことと

します。 

 

   ■課題解決の方向性 

    ・点検結果の有効活用 

定期的に実施する建築基準法 12 条点検や非構造部材点検、劣化状況調査の結果を有効に  

活用し、費用対効果に見合った整備方針（改築・長寿命化改修・大規模改造・部分修繕）や

改修メニューを選択することとします。 

 

・他施設との複合化や共有化 

学校施設を児童・生徒だけが利用する場として捉えず、市民が利用する施設との複合化や       

共有化を目指すことで、公共施設全体としての経費の縮減を検討します。 
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７ 長寿命化等改修計画の継続的運用方針 

 

(１) 情報基盤の整備と活用 

 

情報基盤を整備するため、建築基準法第 12 条による法定点検や本計画において示す劣化状況調

査票等の結果から学校施設等の状態を整理するとともに、過去の修繕履歴や事故・故障の発生情報

等をデータベースとして一元的に管理するものとします。 

また、蓄積したデータベースを学校施設等の保全に有効的に活用していくものとします。 

 

(２) 推進体制等の整備 

   

本計画の上位計画である庄原市公共施設等総合管理計画の所管課による全体的な施設整備の基

準・方針を踏まえながら、学校施設の整備・維持管理について教育委員会事務局が中心となってマ

ネジメントを行っていきます。 

施設の長寿命化を確実に実施するためには、施設の継続的な点検が必要であり、法定点検や劣化

状況調査の結果を精査した上で、不具合箇所の把握に努めることとします。そのために、学校施設

を所管する教育委員会と、施設を管理運営する学校、設計実務者等の専門家との連携が必要となり

ます。 

   特に、庁内においては、予算及び財源の確保、建築・土木面の技術的サポートを受けるため、随

時、関係部署との情報共有・連携を行い、推進していくこととします。 

   

(３) フォローアップ 

   

本計画を基に実施する事業は、法定点検や劣化調査などの結果を活用しつつ、費用対効果に見合

った整備方針や工法について選択するための仕組みを構築するため、PDCAマネジメントサイクルに

沿った進捗管理を行います。また、限られた財政状況の中で実効性を確保するために、取組みの状

況を踏まえ、計画期間中であっても必要に応じて、随時見直しを図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■PDCAマネジメントサイクル 

 

Plan 

(計画) 

Do 

(実施) 

Check 

(確認・評価) 

Action 

(改善) 

計画の策定・見直し 

取組みの実施 

取組状況の検証 

事業精査・改善 


